
く
ら
し
の
掲
示
板

交通事故状況

区　分 発生件数 死　 者 傷　 者

県　下 2,990（－243） 15（－18） 3,579（－262）

大崎町 23（－７） ０（－２） 29（－6）

（  　）内は対前年比
平成28年５月末現在

　県内では、高齢者の病気が疑われる交通事故
や、ハンドル・ブレーキの操作不適による交通事
故が多発しております。
　『運転に不安を感じる』『運転の必要がなく
なった』などの理由で運転免許の返納を検討され
ている方は、お気軽に最寄りの警察署にご相談く
ださい。

運転免許の自主返納について

【
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
の
お
願
い
】

　

こ
の
相
談
窓
口
は
、
緊
急
的
な
精
神

医
療
相
談
を
受
け
付
け
る
も
の
で
す
の

で
、
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
点

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◦�

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
が
あ
る
場

合
は
、
ま
ず
そ
ち
ら
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

◦�

一
般
的
な
精
神
保
健
福
祉
相
談
は
、

志
布
志
保
健
所
や
大
崎
町
役
場
保
健

福
祉
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◦�

緊
急
的
な
精
神
科
医
療
相
談
が
対
象

で
す
。
継
続
的
な
相
談
が
必
要
な
場

合
は
、
他
の
相
談
機
関
を
紹
介
し
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
保
健
所
や
医
療
機
関

に
相
談
内
容
を
情
報
提
供
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

◦�

精
神
科
医
療
機
関
の
受
診
に
必
要
な

た
め
、
お
名
前
や
住
所
、
現
在
の
状

況
な
ど
を
伺
い
ま
す
。
匿
名
の
相
談

に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

問
精
神
科
救
急
に
関
す
る
電
話
相
談
窓
口

　

☎
0
9
9
‐
8
3
7
‐
3
4
5
8　

調
理
補
助
従
事
者
講
習

受
講
者
の
募
集

【
対
象
者
】　

　

60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
会
員
と
し
て
就
業
希
望
の
方
（
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
希
望
お
よ

び
既
存
会
員
の
方
）

【
期
間
】　

　

８
月
24
日（
水
）～
26
日（
金
）の
３
日
間

【
時
間
】　

　

10
時
～
16
時
ま
で
（
１
日
５
時
間
）

【
募
集
人
員
】　

10
名

【
受
講
料
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
代
】

　

無
料

【
講
習
会
場
】　

　

町
中
央
公
民
館

【
内
容
】　

　

食
品
衛
生
知
識
、
健
康
メ
ニ
ュ
ー
の

基
本
的
考
え
方
、
調
理
実
習
、
厨
房
施

設
見
学
演
習

【
応
募
締
切
】　

　

８
月
10
日
（
水
）
必
着

【
受
講
申
込
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先
】　

　

 

鹿
児
島
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

連
合
会

　

☎
0
9
9
‐
2
0
6
‐
5
4
2
2

　

大
崎
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
0
9
9
‐
4
7
6
‐
0
2
0
2

九
州
電
気
保
安
協
会
か
ら

　

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
の
一
つ
で
あ
る
電
気
。

　

毎
日
使
う
身
近
な
存
在
で
す
が
、
そ

の
使
用
方
法
を
間
違
え
る
と
『
感
電
』・

『
火
災
』
な
ど
の
重
大
事
故
に
つ
な
が
る

危
険
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

■�
発
火
に
つ
な
が
る
危
険
な
た
こ
足
配
線

■�
濡
れ
た
手
で
電
気
製
品
に
触
る
と
危
険

■�

プ
ラ
グ
を
抜
く
と
き
コ
ー
ド
を
引
っ

張
ら
な
い
で

■�

『
う
っ
か
り
』
が
危
険
な
ス
イ
ッ
チ

の
切
り
忘
れ

■�

九
州
電
気
保
安
協
会
を
名
乗
る
勧
誘

行
為
に
ご
注
意

問
（
一
財
）
九
州
電
気
保
安
協
会　

　

企
画
部　

企
画
広
報
グ
ル
ー
プ

　

☎
0
9
2
‐
7
1
1
‐
0
0
5
6

交
通
事
故
で
お
悩
み
の
方
へ

　

交
通
事
故
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
相

談
は
す
べ
て
無
料
で
す
。）

【
相
談
日
】　

　

県
の
休
日
を
除
く
月
～
木
曜
日

【
相
談
時
間
】

　

９
時
～
15
時
30
分

【
相
談
内
容
】　

　

示
談
の
進
め
方
、
生
活
相
談
、
自
動

車
賠
償
責
任
保
険
な
ど
の
請
求
手
続

き
、
損
害
賠
償
額
の
計
算
方
法
な
ど

【
相
談
方
法
】

　

面
接
・
電
話
・
郵
便
な
ど
（
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。）

問
鹿
児
島
県
交
通
事
故
相
談
所
鹿
屋
支
所

　

鹿
屋
市
打
馬
２
丁
目
16
‐
６

　

☎
0
9
9
4
‐
５
２
‐
2
0
8
9

８
月
は
『
人
権
同
和
問
題
啓
発

強
調
月
間
』
で
す

　

同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
町
民
一
人

ひ
と
り
が
人
権
問
題
を
正
し
く
理
解

し
、
人
権
の
意
義
や
人
権
尊
重
の
重
要

性
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
を
持
つ
こ
と

が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、鹿
児
島
県
は
８
月
を『
人

権
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
』
と
定
め

て
い
ま
す
。
本
町
で
も
こ
の
機
会
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
を
自
分
自
身
の

課
題
と
し
て
捉
え
、
人
権
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
大
崎
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
0
9
9
‐
4
7
6
‐
0
5
4
8

精
神
科
救
急
医
療
電
話

相
談
窓
口
に
つ
い
て

　

夜
間
・
休
日
に
お
い
て
、
精
神
疾
患

を
有
す
る
方
や
、
そ
の
ご
家
族
な
ど
か

ら
の
緊
急
的
な
精
神
医
療
相
談
を
電
話

で
受
け
付
け
、
相
談
内
容
に
対
し
て
適

切
な
助
言
な
ど
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
医
療
機
関
の
紹
介
を
行
い
ま
す
。

【
受
付
時
間
】

■�

月
～
土
曜
日　

17
時
～
翌
日
９
時

（
祝
日
お
よ
び
12
月
29
日
～
翌
年
１

月
３
日
を
除
く
）

■�

日
曜
・
祝
日
・
12
月
29
日
～
翌
年
１

月
３
日　

９
時
～
翌
日
９
時

お知らせお知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ
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